
 

◇当院は、厚生労働大臣が定める基準に基づいて診療を行っている保険医療

機関です。 

◇当院は医師法第 16 条の二に基づく臨床研修指定病院として、研修医の育

成を行っています。指導医を始め多職種の職員が指導にあたっています。研

修医の育成にご確認の程、お願いいたします。 

 

 

◇入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策、栄養

管理体制、意思決定支援及び身体的拘束最小化について 

当院では、入院の際に医師を初めとする関係職員が共同して、患者さん

に関する診療計画を策定し、7日以内に文章によりお渡ししています。ま

た、厚生労働大臣が定める院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対

策、栄養管理体制の基準を満たしています。 

◇ＤＰＣ対象病院に関する事項 （令和8年6月1日現在） 

当院は入院医療費の算定にあたり、包括評価と出来高評価を組み合わせて

計算する “ＤＰＣ対象病院”となっております。  

※医療機関別係数1.6112（基礎係数1.0769＋機能評価係数Ⅰ0.4350＋

機能評価係数Ⅱ0.0760＋救急補正係数0.0233）  

 

厚生労働大臣が定める掲示事項（令和 8 年 6 月 1 日現在） 

1.入院基本料に関する事項 



◇入院時食事療養費について 

当院は入院時食事療養（Ⅰ）を算定すべき食事療養の基準に係わる届け出を行

っております。入院時食事療養費に関する特別管理により食事提供を行って

おり、療養のための食事は管理栄養士の管理の下、適時（7：00、12：00、

18：00）適温にて提供しております。 

また、患者さんの状況に応じて病棟のデイルーム（食堂）にて、お食事を召し

上がっていただくようお勧めさせていただくことがあります。 

  

◇入院料（病棟入院配置）について 

一般病棟（急性期一般入院基本料1） 

当院では、入院患者7人に対して1人以上の看護職員（看護師及び准看護

師）が勤務しています。（日勤、夜勤あわせて） 

救命救急入院料1 

当院では、入院患者4人に対して1人以上の看護師が勤務しています。（常

時） 

（各病棟において、看護要員の対患者割合と看護要員の構成をナースステ

ーション横に掲示しています。）  

病棟別の時間帯毎の看護職員配置数については別掲をご参照ください。 

 

 



 

施設基準届出については別掲をご参照ください。 

  

◇保険外負担に関する事項  

当院では個室使用料、病衣使用料、紙おむつ代、証明書・診断書料などに

つきまして、その利用日数、使用量、利用回数に応じた実費のご負担をお

願いしております。 

入院医療に係る特別療養環境の提供 お部屋別料金については別掲をご覧ください。 

病棟 種類 定員 金額（1

日） 

設備 

1 号館 1Ａ 1 14,520

円 

洗面台、トイレ、電動ベット、テレビ、冷蔵庫、床頭台（鍵

付）、ロッカー、ソファー 

2 号館 Ｓ1 1 27,500

円 

洗面台、トイレ、電動ベット、テレビ、冷蔵庫、床頭台（鍵

付）、ロッカー、応接セット、浴室、キッチン 

 Ｓ2 1 25,300

円 

洗面台、トイレ、電動ベット、テレビ、冷蔵庫、床頭台（鍵

付）、ロッカー、応接セット、浴室、キッチン 

 Ｓ3 1 22,000

円 

洗面台、トイレ、電動ベット、テレビ、冷蔵庫、床頭台（鍵

付）、ロッカー、シャワー（2517,2617,2717 を除く） 

 1Ａ 1 14,520

円 

洗面台、トイレ、電動ベット、テレビ、冷蔵庫、床頭台（鍵

付）、ロッカー、ソファー 

3 号館 1Ａ 1 14,520

円 

洗面台、トイレ、電動ベット、テレビ、冷蔵庫、床頭台（鍵

付）、ロッカー、ソファー 

※特別室料金は健康保険の入院料と同様に、入退院日の時間に関係なく、入

院日・退院日をそれぞれ１日として計算いたします。１泊２日で入院された

場合、特別室料金は２日分として計算いたします。また、負担金額は全額自

費となります。  

※特別室にご入院中に外泊された場合も、お部屋を確保しておくため、特別室

2.施設基準等に係る届出について 

 

3.保険外事項に関する事項 



料金をご請求させていただきますのでご了承ください。 

その他保険外負担については、別掲の料金表をご参照ください。 

◇ 入院期間が180日を超える患者様の特別料金について  

同じ症状による通算のご入院が180日を超えますと、患者さんの状態に

よっては健康保険からの入院基本料15％が病院に支払われません。180

日を超えた日からの入院が選定療養対象となり、１日につき2,530円

（税込）のご負担いただくことになっております。  

◇診療録の開示について  

当院では患者さんへの診療情報を積極的に提供していくことにより、患

者さんが疾病と診療の内容を十分にご理解いただき、医師と患者さんと

が共同して疾病を克服し、医師、患者さん間のより良い信頼関係を築く

ことを目的として、診療録の開示をおこないます。  

開示手続きに関しましては、医事第2課 医療情報係にお申し出くださ

い。  

開示手数料   ： 5,500 円 

診療録の写し代 ：    11 円/１枚につき 

CD コピー代    :  1,100 円  

 

 

令和 8 年 6 月 1 日現在 


